
社会福祉法人米原市社会福祉協議会 

パートタイマー職員給与規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人米原市社会福祉協議会（以下「本会」という。）に従事

するパートタイマー職員（以下「職員」という。）の給与に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（適用） 

第２条 この規程の職員は、パートタイマー職員就業規則第２条に規定する職員とする。 

（給料） 

第３条 職員には、パートタイマー職員就業規則第２６条に規定する勤務時間による勤務

に対する対価として給料を支給する。 

２ 前項の給料は、次のとおりとする。 

（１）基本給 

基本給は別表１の時間給とし、雇用契約書により明示する。 

（手当の種類） 

第４条 本会の職員に次の各号の手当を支給することができる。 

（１）通勤手当 

（２）時間外勤務手当 

（３）年末年始勤務手当 

（４）宿直手当 

（５）時間帯手当 

（６）福祉介護人材処遇改善手当 

（７）期末一時金 

（８）扶養手当 

（９）住居手当 

（10）退職手当 

（通勤手当） 

第５条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。 

（１）通勤のため交通機関または有料道路（以下「交通機関」という。）を利用して、その

運賃または料金（以下「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員（通勤

距離が片道２㎞未満である者を除く。） 

（２）通勤のため自動車その他交通用具を使用することを常例とする職員（通勤距離が片

道２㎞未満である者を除く。） 

（３）通勤のための交通機関を利用して、その運賃等を負担し、かつ自動車または自転車

等を使用することを常例とする職員（通勤距離が片道２㎞未満である者を除く。） 

２ 新たに職員となった場合、新たに前項各号のいずれかの要件を具備するに至った場合、

または職員が住居、通勤経路もしくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場



合は、その通勤の実情を速やかに事務局長へ届け出なければならない。 

３ 通勤手当の額は、別表２に掲げる額とする。 

（１）第１項第１号に掲げる職員 会長が認めたその者の１ヶ月の通勤に要する運賃等

の額に相当する額（以下「運賃等相当額」という。）（その額が４５，０００円を超

えるときは、その額と４５，０００円との差額の２分の１（その差額の２分の１が

５，０００円を超えるときは、５，０００円）を４５，０００円に加算した額） 

（２）第１項第２号に掲げる職員 別表３に掲げる額 

（３）第１項第３号に掲げる職員 運賃等相当額（その額が４０，０００円を超えるとき

は、その額と４０，０００円との差額の２分の１（その差額の２分の１が５，００

０円を超えるときは、５，０００円）を４０，０００円に加算した額）、第１号に掲

げる額および前号に掲げる額 

４ 第３項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当

の支給に関し必要な事項は、会長が定める。 

（時間外勤務手当） 

第６条 法定労働時間である１日８時間、１週間の合計４０時間以外に勤務を命ぜられた

職員には、法定労働時間以外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。 

２ 前項の時間外勤務手当の支給額は、勤務１時間につき勤務１時間当たりの額の１００

分の１２５（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は１００分

の１５０）とする。ただし、1ヶ月の時間外勤務時間数が６０時間を超えた部分につい

ては、１００分の１５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場

合は１００分の１７５）とする。 

（年末年始勤務手当） 

第７条 １２月２９日、１２月３０日、１月２日および１月３日の勤務については、勤務

１時間につき勤務１時間当たりの給与額に１００分の２５を乗じて得た額を、１２月３

１日ならびに１月１日の勤務については、勤務１時間につき勤務１時間当たりの給与額

に１００分の５０を乗じて得た額を支給する。 

２ 前項に定める日に勤務を命ぜられた職員のうち、当該勤務日の午後１０時から午前５

時までに勤務した者には、勤務した１時間につき別表３の年末年始勤務手当加算額表の

額を前項で算出した額に加算する。 

（宿直手当） 

第８条 宿直手当は、宿直１回につき、労働基準法第４１条第３項に係る解釈例規（昭和

２２・９・１３ 基発１７号、昭和６３・３・１４基発１５０号）に基づき、以下の計

算式によって算出した額を支給する。ただし算出した額が４，０００円を下回る場合は、

４，０００円とする。 

宿直勤務総員数の１ヶ月所定内賃金総額合計 

                        ≦ 宿直手当額 

  １ヶ月所定労働日数×宿直勤務総人員数×３ 

（時間帯手当） 



第９条 時間帯手当は、午前０時から午前８時までおよび午後６時から午前０時の時間帯

に勤務した者に支給する。ただし、正規の勤務時間外および年末年始に勤務した者は除

く。 

２ 前項の時間帯に勤務を命ぜられた職員には、勤務した１時間につき勤務１時間当たり

の給与額に１００分の２５を乗じて得た額を支給し、午後１０時から午前５時までに勤

務した者には、１時間当たり５００円を加算する。 

（福祉介護人材処遇改善手当） 

第１０条 福祉介護人材処遇改善手当は、在職する職員に対して、別表４の金額を毎月の

給与で支給する。 

（期末一時金） 

第１１条 期末一時金は、６月１日、１２月１日（以下、これらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して３０日を超えない範囲

において支給する。 

２ 期末一時金の額はその都度会長が定める。 

（扶養手当） 

第１２条 扶養手当は、社会保険に加入する職員の内、扶養親族がある職員に対して支給

する。 

２ 前項の扶養親族とは、満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子

で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている子とする。ただし、次

の各号に掲げる者は、扶養親族とすることはできない。 

（１）他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者 

（２）年額１，３００，０００円以上の恒常的な所得（給与、年金等の収入）があると見

込まれる者 

３ 扶養手当の月額は、１人につき６，５００円（職員に配偶者がない場合にあっては、

そのうち１人については１１，０００円）とする。 

４ 扶養親族たる子のうち、満１５歳に達する日以後の最初の４月１日から満２２歳に達

する日以後の最初の３月３１日までの間（以下「特定期間」という。）にある子がいる場

合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、５，０００円に特定期間にあ

る当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

（扶養親族の届出等） 

第１３条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、新たに扶養親族たる要件を具備

するに至った者がある場合または扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、そ

の職員は直ちにその旨を扶養親族届（様式１）により会長へ届出なければならない。 

２ 前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実および扶養手当の月額を認

定し、その認定に係る事項を扶養手当認定管理簿（様式２）に記載するものとする。 

３ 第１項に掲げる事実が生じた場合において、その事実が生じた日の属する月の翌月

（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月）からその支給を開始し、ま



たはその支給額を訂正する。 

４ 第２項の認定を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を

証明するに足りる書類の提出を求めることができる。 

（住居手当） 

第１４条 住居手当は、社会保険に加入する職員の内、次の各号のいずれにも該当するも

のと認定した職員に支給する。 

（１）自ら居住するための住宅（貸間を含む。）を借り受けている者 

（２）月額１２，０００円を超える家賃を支払っている者 

（３）同居し生計を一にする者の内、所得が最も高額な者 

２ 住宅手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額（そ

の額に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、初

任給および昇給の決定に用いた前の職歴等の経験年数を加えた勤務年数ごとに定める

上限の範囲で支給するものとする。 

（１）月額２３，０００円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から１２，０００

円を控除した額 

（２）月額２３，０００円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から２３，００

０円を控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１が１６，０００円を超え

るときは、１６，０００円）を１１，０００円に加算した額 

３ 勤務年数毎の支給額の上限は次のとおりとする。ただし、同居する者がいない単身者

である場合は、各号に定める月額に１００分の８０を乗じた額を上限とする。 

（１）勤務年数１年目から５年目  月額２７，０００円 

（２）勤務年数６年目       月額２５，５００円 

（３）勤務年数７年目       月額２４，０００円 

（４）勤務年数８年目       月額２２，５００円 

（５）勤務年数９年目       月額２１，０００円 

（６）勤務年数１０年目以降    月額１９，５００円 

４ 第１項の認定を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し、事実等を証明

するに足りる書類の提出を求めることができる。 

（退職手当） 

第１５条 職員が退職した場合に支給される退職手当は、本会退職手当規程の定めるとこ

ろによる。 

（休職者の給与） 

第１６条 休職者に対する給与は、次の各号のとおりとする。 

（１）職員が業務上または通勤途上の災害により負傷し、もしくは疾病にかかり休職した

ときは、労働者災害補償保険法の定めにより災害補償を行うため、休職した職員に対

する給与は支給しない。 

（２）職員が就業規則第１１条に基づき休職した場合は、その休職期間中は給与を支給し



ない。 

（給与の支給） 

第１７条 給与は、当月１日から当月末日までを計算期間とし、支払い日は翌月の２０日

とする。ただし、給与支払日が休日の場合には、その前日に繰上げ支払うものとし、や

むを得ない事情があるときは翌日に繰下げることができるものとする。 

２ 給与は、通貨でその全額を直接または本人名義の預貯金口座に振り込むことにより支

払う。ただし、次に掲げるものは給与から控除するものとする。 

（１）源泉所得税 

（２）住民税 

（３）健康保険（介護保険を含む）および厚生年金保険の保険料の被保険者負担分 

（４）雇用保険の保険料の被保険者負担分 

（５）職員代表との書面による協定により給与から控除することにしたもの 

（休暇等の給与） 

第１８条 職員が年次有給休暇を取得した期間は、就労実績に基づき算定し支給する。 

２ パートタイマー職員就業規則第３５条第５号から第８号までおよび第１０号に規定

される特別休暇、産前産後の休業、母性健康管理のための休暇、育児時間を取得した期

間ならびに生理日就業困難者の措置については、無給とする。 

３ 介護休業および育児休業については、無給とする。 

（その他） 

第１９条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に会長が定める。 

 

付 則 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２３年７月２９日に改正し平成２３年４月１日から適用する。 

この規程は、平成２４年１月５日から施行し、平成２４年１月１日から適用する。 

（経過措置） 

平成２４年１月１日から平成２４年３月３１日までの間、平成２３年 

１２月３１日までに従事している職員の基本給については、改正後の米原市社会福祉協

議会パートタイマー職員給与規程別表１の規程にかかわらず、なお従前の例による。 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２６年８月１日から施行する。 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 この規程は、平成３０年６月５日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 



この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 この規程は、令和３年１０月１日から施行する。 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する 

  ただし、第１０条（別表４）に規定する福祉介護人材処遇改善手当の額のうち、放課

後児童クラブ支援員に支給する手当の額の適用は、令和４年９月３０日までとする。 

この規程は、令和４年１０月１日から施行する 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 この規程は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

 

 


